
信州の快適な住まいを考える会（SAH 会）が、地元住宅会社・工務店を応援します！ 

 
 
 
 

 
6 月 4日からスタートした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」は、「いい家をつくって、手
入れして長く使うこと」を目指す新しい法律です。ぜひ、このセミナーで長期優良住宅についての
理解を深め、受注につなげるための強みとなるよう、お互いに考えませんか？ 
われわれ SAH会は、地域に貢献する住宅会社様・工務店様と共にこれからも、消費者である県民の
方々が建てて得をする家づくりに取り組んでまいります。 
 
主  催 ： 信州の快適な住まいを考える会（SAH 会） 
開催日時 ： ８月２１日（金）受付 午後１：３０～  

セミナー開始 午後２：００～４：００ 
会  場 ： 長野市生涯学習センター３階 第一学習室 
       長野市大字鶴賀問御所町 1271 番地 3  

TEL026-233-8080  
参 加 費 ： 一般 ￥１，０００－／人 

 （SAH 会会員 ２名／社まで無料） 
駐 車 場 ： ＴＯＩＧＯパーキング 

￥２００／時間（割引有）   
定   員 ： ６０名（要予約） 
対   象 ： 住宅建築関係者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           お問い合わせ 

           信州の快適な住まいを考える会（SAH会） 
           Group for research of Shinsyu Amenity Homes 

TEL 090‐2204‐1201                   
http://www.the-sah.com/ 

 
応募締切日 平成２１年８月１８日 

参加のお申込みはＦＡＸで ⇒ 連絡事務局 FAX：026-234-1445(新建新聞社内) 

 

会社名                    担当者様名             

ご住所 〒  －                                 

TEL    （   ）      Fax    （   ）      参加人数   名 

長期優良住宅の普及の促進に関する法セミナー 

（長期優良住宅認定の取得について） 

セ 

ミ 

ナ 

ー 

の 
内 
容 

・ 長期優良住宅について 
・ 住宅性能表示制度について 
・ 各種申請手続きについて 
・ 長期優良住宅普及促進事業について 
・ 長期優良住宅建築計画等の認定手続き 
・ 長期優良住宅認定基準のポイント 

   講師：ハウスプラス住宅保証株式会社 

 

 


